
八戸ウェルカムチケット広告掲載取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発行する八戸ウェルカムチケット（以下「チケット」という。）に掲載する

広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載者の資格） 

第２条 チケットに広告を掲載できる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行う者 

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行う者 

(3) 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱（平成 24年９月 25日実施）

第２条第３号の規定に該当する者 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条に規定す

る営業を行う者 

(5) 市へ納付すべき市民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税を現に滞納している者 

(6) その他広告掲載者として適当でないと市長が認める者 

（広告掲載の基準） 

第３条 チケットに掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの 

(2) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

(3) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの 

(5) その他チケットに掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

（広告掲載の位置） 

第４条 広告を掲載する位置は、チケットのうち市長が指定する位置とする。 

（広告の大きさ、掲載料等） 

第５条 広告の大きさ、掲載料等は、次のとおりとする。 

１枠当たりの大きさ 枠数 色数 １枠当たり掲載料 

縦 64㎜以内、横 65mm以内 12枠 4色 
15,000円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

（募集の方法） 

第６条 広告掲載の募集は、チケットの発行部数（印刷枚数）、使用開始予定時期及びその予定期間並

びに広告掲載の募集期間等の必要事項を定め、これを市ホームページ等に掲載して行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定による募集を行う前に、広告パートナー（八戸市広

告パートナー制度実施要綱（平成 18年５月１日実施）第２条の広告パートナーをいう。以下同じ。）

に対し、広告掲載の募集を行うことができるものとする。この場合において、広告パートナーからの

応募数が募集枠数に達したときは、同項の規定による募集を行わないことができるものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第７条 広告の掲載を希望する者（以下「掲載希望者」という。）は、次に掲げる書類に掲載しようと

する広告の案を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 八戸ウェルカムチケット広告掲載申込書（別記第１号様式） 

(2) 誓約書兼同意書（別記第２号様式） 

（広告掲載の決定等） 

第８条 市長は、前条に掲げる書類を受理したときは、募集期間終了後、速やかに広告掲載の可否を決

定し、八戸ウェルカムチケット広告掲載通知書（別記第３号様式）により掲載希望者にその結果を通

知するものとする。 



２ 第３条の要件を満たす応募数が募集枠数を超えるときは、抽選により決定するものとする。 

３ 市長は、広告掲載の可否を決定するに当たり疑義が生じたときは、八戸市有料広告審査委員会に審

査を要求することができる。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、掲載希望者に対し必要な書類の提出を求めることができる。 

（掲載決定後の手続） 

第９条 前条第 1 項の規定による通知を受けた者（以下「広告主」という。）は、掲載料を市長の指定

する期日までに、一括納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでな

い。 

２ 広告主は、市長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下又は版下に準ずる電子データ

を提出しなければならない。 

（広告掲載料の還付） 

第 10 条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により

広告を掲載することができなかったときは、広告掲載料の全額を還付することができる。 

（広告主の責任等） 

第 11条 広告の内容に関する一切の責任は、当該広告主が負うものとする。 

２ 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。 

（広告掲載の決定の取消し） 

第 12 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載の決定を取り消すことがで

きる。 

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。 

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。 

(3) 広告主が第２条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は虚偽の申請により広告掲載

の決定を受けたことが判明したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。 

２ 前項第３号及び第４号の規定により、市長が広告の掲載の決定を取り消した場合において、市に損

害が生じたときは、広告主は、市に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、市長

と広告主とが協議して定める。 

（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20年４月 18日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 21年５月 12日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 22年４月 19日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 23年５月 19日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年６月６日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 26年４月 25日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年２月 15日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月 11日から実施する。 



 


